
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

[074_04]法政研究表紙奥付等

https://hdl.handle.net/2324/10794

出版情報：法政研究. 74 (4), 2008-03-19. 九州大学法政学会
バージョン：
権利関係：



雑
　
報

九
躍
大
学
法
政
学
会

特
別
教
育
プ
羅
グ
ラ
ム
　
L
P
セ
ミ
ナ
ー

　
法
学
部
一
年
生
向
法
律
入
門
セ
ミ
ナ
ー

　
講
師
池
田
耕
一
郎
（
弁
護
士
）

南
　
智
樹

前
澤
達
朗

渡
部
直
弟

柴
田
寿
宏

小
坂
昌
司

佐
木
さ
く
ら

荒
谷
謙
介

（
福
岡
地
方
検
察
庁
検
察
官
）

（
福
岡
地
方
裁
判
所
裁
判
官
）

（
福
岡
地
方
検
察
庁
検
察
宮
）

（
福
岡
地
方
裁
判
所
裁
判
官
）

（
弁
護
士
）

（
弁
護
士
）

（
福
岡
地
方
裁
判
所
裁
判
官
）

　
　
講
演
会

　
　
二
〇
〇
七
年
四
月
一
〇
日
（
火
）

　
　
　
「
菊
①
巴
騨
鐙
酔
Φ
ぎ
く
Φ
馨
欝
窪
酔
↓
姦
ω
け
↓
9
0
っ
営
ひ
Q
p
ゆ
℃
o
誘
ζ
o
瓢
鉱

報
　
（
不
動
産
投
資
信
託
目
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
。
モ
デ
ル
）
」

雑
　
　
講
演
者
　
8
Φ
《
8
ω
舅
酸
塊
謬
ひ
q
准
教
授
（
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
立
大

学
法
学
部
）

二
〇
〇
七
年
四
月
十
一
日
（
水
）

　
「
堵
δ
ω
8
ぴ
興
圃
Φ
葺
鶯
p
。
瓢
酵
O
①
鳳
虜
〇
三
9
。
瓢
匹
”
　
哨
鋤
簿
Φ
ゆ
N
霞

鋭
ユ
鷺
鑓
巴
騨
9
Q
Φ
邑
①
ぴ
Q
Φ
儒
欝
鮎
男
。
彪
①
ヨ
ゆ
ひ
q
2
欝
興
Φ
営
Φ
毒
一
ω
ω
2
甲

び
鋤
巴
①
碁
①
丙
鼠
ヨ
鑓
鋤
ξ
○
凝
酔
葺
（
ド
イ
ツ
で
は
い
か
に
安
全
に
暮
ら

し
て
い
る
か
P
犯
罪
状
況
に
関
す
る
事
実
及
び
学
識
に
基
づ
く
刑
事

政
策
の
た
め
の
推
論
ご

　
講
演
者
　
芝
○
喋
ぴ
Q
9
ゆ
鋤
α
Q
類
①
貯
N
教
授
（
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
大
学
法
学

部
）二

〇
〇
七
年
七
月
二
四
日
（
火
）

　
「
d
2
圃
O
図
O
H
8
p
ゆ
鐸
瓢
ぱ
ω
O
o
墓
鼠
ぴ
簿
δ
濤
8
窪
①
麟
幾
ヨ
○
巳
ω
甲

賦
○
質
9
℃
隊
く
鋤
8
鋤
謬
鳥
O
O
ヨ
ヨ
興
α
巴
ピ
9
。
≦
塵
8
箒
○
巷
⑦
↓
○
芝
昌

O
露
く
Φ
簿
δ
⇒
露
ぎ
8
露
簿
一
〇
轟
ζ
導
Φ
お
ω
酔
ω
鑓
竃
○
⊆
一
の
導
弓
ρ
巳
マ

営
Φ
簿
”
竃
母
冨
房
乞
①
Φ
留
磐
鳥
ピ
認
邑
p
。
向
く
Φ
菊
①
。
。
弓
8
ω
£

　
講
演
者
頃
①
贋
び
①
慧
麹
民
○
謬
評
Φ
教
授
（
ユ
ニ
ド
ロ
ワ
事
務
局
長
、

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
教
授
）

九
大
◎
呂
に
よ
る
セ
ミ
ナ
ー

　
「
よ
う
こ
そ
先
輩
！
　
九
大
編
」

第
一
回
　
二
〇
〇
七
年
五
月
二
九
日
（
火
）

　
「
自
分
の
「
カ
ン
シ
ン
し
を
引
き
出
そ
う
：
　
「
気
づ
く
」
こ
と
か
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雑報

ら
学
ん
だ
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー
な
コ
コ
ロ
」

　
報
告
者
　
加
留
部
貴
行
（
平
二
年
卒
、
西
部
ガ
ス
）

第
二
回
　
二
〇
〇
七
年
六
月
一
二
日
目
火
）

　
「
社
会
で
輝
く
自
分
と
な
る
た
め
に
、
今
、
何
を
し
て
ま
す
か
P

～
会
社
生
活
1
5
年
、
学
ん
だ
こ
と
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
～
し

　
報
告
者
　
山
地
康
生
（
平
四
年
卒
、
九
州
電
力
）

第
三
回
　
二
〇
〇
七
年
七
月
三
一
日
（
火
）

　
「
な
ぜ
政
治
家
に
な
っ
た
の
か
」

　
報
告
者
　
鬼
木
誠
（
平
七
菌
液
、
福
岡
県
議
会
議
員
）

第
九
五
回
研
究
会
（
二
〇
〇
七
年
三
月
二
四
臼
）

　
一
「
再
婚
す
る
際
に
、
ド
イ
ツ
民
法
典
＝
二
五
五
条
二
項
に
し
た

　
　
が
っ
て
以
前
の
婚
姻
姓
を
再
婚
時
の
婚
姻
姓
に
決
定
す
る
こ
と

　
　
が
で
き
な
い
こ
と
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
事
例
」

　
　
報
告
者
　
阪
口
心
志
（
九
州
大
学
大
学
院
）

　
二
「
弁
護
士
会
に
よ
る
照
会
（
弁
護
士
法
二
三
条
の
二
）
と
裁
判

　
　
を
受
け
る
権
利
（
大
阪
地
肩
平
一
八
・
・
一
丁
二
二
臼
金
融
・
商

　
　
事
判
例
一
二
三
八
号
三
七
頁
）
」

　
　
報
告
者
　
森
脇
敦
史
（
福
岡
教
育
大
学
）

第
九
六
回
研
究
会
（
二
〇
〇
七
年
六
月
三
〇
田
・
七
月
一
言
）

　
九
州
法
学
会
（
於
・
熊
本
大
学
）
を
も
っ
て
代
替

第
九
七
回
研
究
会
（
二
〇
〇
七
年
九
月
二
九
日
）

　
一
「
君
が
代
ピ
ア
ノ
伴
奏
拒
否
事
件
最
高
裁
二
〇
〇
七
年
二
月

　
　
二
七
日
第
三
小
法
廷
判
決
」

　
　
報
告
者
　
青
野
篤
（
大
分
大
学
）

　
二
「
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
　
二
〇
〇
七
年
二
月
一

　
　
三
日
判
決
（
一
じ
d
＜
幻
自
ζ
O
α
ご

　
　
報
告
者
　
實
原
隆
志
（
長
崎
国
際
大
学
）

第
九
八
回
研
究
会
（
二
〇
〇
七
年
一
二
月
二
二
繭
）

　
一
滞
○
噌
証
○
¢
ω
ω
℃
①
①
o
び
の
憲
法
学
」

　
　
報
告
者
　
梶
原
健
佑
（
九
州
大
学
大
学
院
）

　
二
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
（
自
己
情
報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
）
／

　
　
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
（
肖
像
権
）
」

　
　
報
告
者
　
阪
本
昌
成
（
九
州
大
学
）

第
三
五
三
回
　
二
〇
〇
七
年
一
月
＝
二
日

　
「
企
業
福
祉
の
再
生
－
企
業
に
よ
る
社
会
保
険
料
負
担
の
正
当
化
」

　
　
報
告
者
　
細
見
　
佳
子
（
九
州
大
学
大
学
院
）
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雑報

　
「
保
育
費
用
保
障
に
お
け
る
ワ
ー
ク
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
導
入

　
ー
イ
ギ
リ
ス
の
就
労
タ
ッ
ク
ス
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
参
考
に
i
」

　
　
報
告
者
　
平
気
　
康
子
（
福
岡
県
立
大
学
）

第
三
五
四
回
　
二
〇
〇
七
年
二
月
三
聖

　
「
コ
ー
ポ
レ
…
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
内
部
通
報
制
度
の
機
能

　
i
ア
メ
リ
カ
法
の
動
向
を
中
心
と
し
て
一
」

　
　
報
告
者
　
石
田
信
平
（
同
志
社
大
学
大
学
院
）

　
「
北
米
自
由
協
定
の
労
働
保
護
・
協
力
条
項
一
日
本
の
F
T
A
政
策

　
を
視
野
に
入
れ
て
」

　
　
報
告
者
　
桑
原
昌
宏
（
愛
知
学
院
大
学
）

第
三
五
五
回
　
二
〇
〇
七
年
三
月
三
臼

　
「
判
例
研
究
・
過
労
自
殺
と
安
全
配
慮
義
務
一
富
士
電
気
E
＆
C
事

　
件
名
古
屋
地
裁
平
成
一
八
・
一
∴
八
判
決
・
労
働
判
例
九
一

　
八
号
六
五
頁
し

　
　
報
告
者
　
阿
部
和
光
（
久
留
米
大
学
）

　
「
労
働
法
学
の
方
法
～
二
一
世
紀
労
働
法
学
の
問
題
点
を
考
え
る
」

　
　
報
告
者
　
遠
藤
隆
久
（
熊
本
学
園
大
学
）

第
三
五
六
回
　
二
〇
〇
七
年
四
月
七
日

　
「
フ
ラ
ン
ス
の
企
業
移
転
に
お
け
る
労
働
者
の
承
継
拒
否
」

　
　
報
告
者
　
小
早
川
　
真
理
（
三
重
大
学
）

第
三
五
七
回
　
二
〇
〇
七
年
五
月
＝
一
臼
（
土
）

　
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
社
会
保
険
制
度
の
新
展
開
」

　
　
報
告
者
　
石
田
　
道
彦
（
金
沢
大
学
）

　
　
　
　
　
　
山
椿
　
博
信
（
志
望
館
大
学
）

　
「
懲
戒
処
分
に
お
け
る
契
約
法
理
一
労
働
者
は
、
降
格
処
分
を
拒

　
否
で
き
る
か
一
」

　
　
報
告
者
　
野
田
　
進
（
九
州
大
学
）

第
三
五
八
回
　
二
〇
〇
七
年
六
月
二
日
（
土
）

　
「
派
遣
労
働
者
と
争
議
権
の
行
使
」

　
　
報
告
者
朴
秀
根
（
韓
国
・
漢
陽
大
学
）

　
「
非
正
規
雇
用
と
社
会
保
険
i
英
仏
」

　
　
報
告
者
　
丸
谷
　
浩
介
（
佐
賀
大
学
）

　
　
　
　
　
　
原
田
啓
一
郎
（
駒
澤
大
学
）

第
三
五
九
回
　
二
〇
〇
七
年
六
月
三
〇
日
（
土
）

　
「
障
害
認
定
段
階
に
お
け
る
軽
減
措
置
の
効
果
の
考
慮
の
当
否
」

　
　
報
告
者
　
畑
井
　
清
隆
（
九
州
大
学
）

　
「
少
子
化
対
策
の
政
策
過
程
の
現
状
と
課
題
」

　
　
報
告
者
　
増
田
　
雅
暢
（
上
智
大
学
）

　
「
社
会
保
険
の
変
容
と
被
保
険
者
の
範
囲
」

　
　
報
告
者
　
阿
部
　
和
光
（
久
留
米
大
学
）

こ
○
〇
七
年
夏
季
合
宿
　
二
〇
〇
七
年
八
月
一
二
日
目
火
）
～
二
三

日
（
木
）
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雑報

　
「
最
低
賃
金
法
の
再
検
討
」

　
　
報
告
者
　
柳
澤
　
武
（
名
城
大
学
）

　
「
失
業
時
の
生
活
保
障
と
し
て
の
雇
用
保
険
」

　
　
報
告
者
　
丸
谷
浩
介
（
佐
賀
大
学
）

　
「
雇
用
保
険
法
に
お
け
る
政
策
的
給
付
」

　
　
報
告
者
　
山
下
　
昇
（
九
州
大
学
）

　
「
ハ
ロ
ー
ワ
…
ク
を
通
じ
た
職
業
紹
介
・
職
業
訓
練
の
現
状
と
課

　
題
し

　
　
報
告
者
　
中
内
　
哲
（
熊
本
大
学
）

　
「
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
労
使
の
役
割
」

　
　
報
告
者
　
矢
野
　
昌
浩
（
琉
球
大
学
）

　
「
社
会
保
障
制
度
に
お
け
る
非
典
型
雇
用
の
取
扱
い
と
そ
の
課
題
」

　
　
報
告
者
　
菊
池
　
馨
実
（
早
稲
田
大
学
）

　
「
ド
イ
ツ
年
金
保
険
に
お
け
る
財
産
権
論
」

　
　
報
告
者
　
田
申
　
秀
一
郎
（
九
州
大
学
大
学
院
）

　
「
社
会
保
険
改
革
の
規
範
的
理
念
と
将
来
像
－
諸
外
国
に
お
け
る
改

　
革
の
動
向
か
ら
」

　
　
報
告
者
　
河
野
　
正
輝
（
熊
本
学
園
大
学
）

第
三
六
〇
回
　
二
〇
〇
七
年
九
月
二
九
日
（
土
）

　
「
国
（
在
日
米
軍
司
令
部
・
解
雇
）
事
件

　
（
東
京
高
判
平
一
八
・
一
二
・
一
＝
労
判
九
三
六
号
三
九
頁
）
」

　
　
報
告
者
　
藤
原
淳
美
（
志
學
館
大
学
）

　
「
英
国
に
お
け
る
公
正
な
ケ
ア
市
場
の
形
成
…
介
護
契
約
と
施
設

　
ケ
ア
契
約
と
の
比
較
か
ら
…
」

　
　
報
告
者
　
三
輪
ま
ど
か
（
横
浜
国
立
大
学
大
学
院
）

第
三
六
一
回
　
二
〇
〇
七
年
一
一
月
一
〇
日

　
「
自
由
診
療
と
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
一
望
客
地
判
平
成
元
・
三
・

　
一
四
零
時
＝
二
〇
一
号
二
一
頁
」

　
　
報
告
者
原
田
啓
一
郎
（
駒
澤
大
学
）

　
「
保
護
の
補
足
性
と
稼
働
能
力
の
活
用
－
名
古
屋
高
判
平
成
九
・

　
八
・
八
判
時
一
六
五
三
号
七
一
頁
」

　
　
報
告
者
　
丸
谷
　
浩
介
（
佐
賀
大
学
）

　
「
基
礎
疾
病
の
増
悪
と
業
務
起
因
性
一
最
三
小
判
平
一
六
・
九
・
七

　
判
時
一
八
七
三
号
＝
ハ
ニ
顕
し

　
　
報
告
者
　
良
永
　
彌
太
郎
（
熊
本
大
学
）

第
三
六
二
回
　
二
〇
〇
七
年
一
二
月
八
日

　
「
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
叔
父
と
内
縁
関
係
に

　
あ
っ
た
姪
が
遺
族
厚
生
年
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
配

　
偶
者
に
当
た
る
と
さ
れ
た
事
例
－
最
一
小
判
平
成
一
九
・
三
・
八

　
判
例
時
報
一
九
六
七
号
八
六
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
＝
一
三
八
号
一

　
七
七
頁
」

　
　
報
告
者
　
西
田
　
和
弘
（
岡
山
大
学
）
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雑　報

「
荒
木
理
論
と
介
護
保
険
法
－
介
護
の
社
会
保
険
化
・
そ
の
社
会
保

障
法
学
か
ら
の
考
察
（
『
生
活
保
障
法
の
展
開
』
法
律
文
化
社
、

一
九
九
九
年
、
第
1
1
部
第
九
章
）
を
手
が
か
り
と
し
て
」

　
報
告
者
　
石
橋
　
敏
郎
（
熊
本
県
立
大
学
）

九
粥
大
学
産
業
法
研
究
会

第
五
八
二
回
例
会
　
平
成
一
九
年
二
月
一
七
日
（
土
）

（
研
究
報
告
）

　
「
雛
弓
ω
○
℃
信
託
に
お
け
る
加
入
者
の
議
決
権
行
使
i
鵠
興
B
露
対

　
裳
簿
δ
塗
じ
ご
餌
欝
↓
ヨ
韓
O
ρ
事
件
を
中
心
と
し
て
i
」

　
　
報
告
者
　
石
田
　
眞
（
西
南
学
院
大
学
大
学
院
）

（
研
究
報
告
）

　
「
中
国
の
粉
飾
会
計
と
内
部
統
制
に
関
す
る
一
考
察
」

　
　
報
告
者
　
徐
　
陽
（
九
州
共
立
大
学
）

第
五
八
三
回
例
会
　
平
成
一
九
年
四
月
一
＝
蔭
（
土
）

（
判
例
研
究
）

東
京
高
判
平
成
一
七
年
一
月
一
八
日
金
棟
一
二
〇
九
号
一
〇
頁

　
「
株
式
会
社
の
業
績
悪
化
に
よ
る
保
有
株
式
の
無
価
値
化
に
つ
い

　
て
株
主
が
取
締
役
に
直
接
損
害
賠
償
請
求
す
る
こ
と
の
可
否
－
雪

　
印
食
品
損
害
賠
償
講
求
事
件
控
訴
審
判
決
一
」

　
　
報
告
者
　
松
本
　
博
（
福
岡
工
業
大
学
）

（
研
究
報
告
）

　
「
金
融
商
品
取
引
業
者
の
『
受
託
者
責
任
』
に
つ
い
て
－
指
導
助

　
言
義
務
を
中
心
と
し
て
i
」

　
　
報
告
者
　
芳
賀
　
良
（
岡
山
大
学
）

※
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
会
社
法
と
金
融
取
引
法
の
交
錯
」
平
成
一
九
年

　
五
月
二
六
日
　
（
土
）

　
東
京
商
事
法
研
究
会
・
早
稲
田
大
学
二
一
世
紀
C
O
E
《
企
業
法

　
制
と
法
創
造
》
総
合
研
究
所
・
久
留
米
大
学
法
学
部
と
の
共
催
シ

　
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
於
・
久
留
米
大
学
　
御
井
キ
ャ
ン
パ
ス
）

第
五
八
四
回
例
会
　
平
成
一
九
年
六
月
一
六
日
（
土
）

（
判
例
研
究
）

東
京
地
判
平
成
一
七
年
七
月
七
日
判
時
一
九
一
五
号
一
五
〇
頁

　
「
上
場
株
式
の
議
決
権
の
代
理
行
使
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
違
反

　
は
決
議
方
法
の
法
令
違
反
に
該
当
せ
ず
、
同
府
令
違
反
に
よ
っ
て

　
決
議
方
法
に
著
し
い
不
公
正
が
あ
る
と
も
い
え
な
い
と
さ
れ
た
事

　
例
し

　
　
報
告
書
　
田
中
　
慎
一
（
西
南
学
院
大
学
）

（
判
例
研
究
）

東
京
地
判
平
成
一
六
年
四
月
一
三
日
金
法
一
七
二
七
号
一
〇
八
頁

　
「
継
続
的
売
買
に
お
け
る
所
有
権
留
保
」
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報
告
者
　
笠
原
　
武
朗
（
九
州
大
学
）

第
五
八
五
回
例
会
　
平
成
一
九
年
七
月
二
一
日
（
土
）

（
判
例
研
究
）

秋
田
地
判
平
成
一
七
年
四
月
一
四
金
判
＝
一
二
〇
号
一
＝
頁

　
「
ゴ
ル
フ
場
の
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
内
の
貴
重
品
ロ
ッ
カ
ー
か
ら

　
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
が
盗
ま
れ
銀
行
預
金
が
引
き
出
さ
れ
た
こ
と

　
に
つ
き
ゴ
ル
フ
場
経
営
会
社
の
責
任
が
認
め
ら
れ
た
が
四
割
の
過

　
失
相
殺
が
さ
れ
た
事
例
し

　
　
報
告
書
　
原
　
弘
明
（
九
州
大
学
大
学
院
）

（
判
例
研
究
）

東
京
高
判
平
成
一
八
年
九
月
二
一
日
金
判
＝
一
五
四
号
三
五
頁

　
「
外
国
為
替
証
拠
金
取
引
に
よ
り
顧
客
が
損
失
を
被
っ
た
場
合
に

　
会
社
の
取
締
役
に
旧
商
法
工
六
六
条
一
項
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責

　
任
が
認
め
ら
れ
た
事
例
」

　
　
報
告
者
　
久
保
　
寛
展
（
福
岡
大
学
）

第
五
八
六
回
例
会
　
平
成
一
九
年
九
月
一
五
日
（
土
）

（
判
例
研
究
）

最
判
平
成
一
八
年
九
月
二
八
臼
連
判
一
二
六
二
号
四
二
頁

　
「
株
式
会
社
の
株
主
が
平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
二
九
四
条
一
項

　
に
基
づ
き
検
査
役
選
任
の
申
請
を
し
た
時
点
で
総
株
主
の
議
決
権

　
の
三
％
以
上
を
有
し
て
い
た
が
新
株
発
行
に
よ
り
総
株
主
の
議
決

　
権
の
三
％
未
満
し
か
有
し
な
い
も
の
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
当

　
該
申
請
の
適
否
」

　
　
報
告
者
　
高
木
　
康
衣
（
九
州
国
際
大
学
）

（
研
究
報
告
）

　
「
環
境
問
題
へ
の
会
社
法
制
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
可
能
性
」

　
　
報
告
者
　
山
口
幸
代
（
熊
本
大
学
）

第
五
八
七
回
例
会
　
平
成
一
九
年
一
〇
月
二
〇
臼
（
土
）

（
判
例
研
究
）

大
阪
地
判
平
成
一
八
年
三
月
二
〇
日
判
時
一
九
五
一
号
一
二
九
頁

　
「
多
額
の
簿
外
債
務
が
明
ら
か
と
な
り
経
営
継
続
が
困
難
と
な
つ

　
て
破
綻
し
た
証
券
会
社
の
株
主
が
、
同
社
の
会
計
監
査
を
行
っ
た

　
監
査
法
人
に
対
し
、
有
価
証
券
報
告
書
の
監
査
の
結
果
を
不
当
と

　
し
て
求
め
た
損
害
賠
償
請
求
が
棄
却
さ
れ
た
事
例
」

　
　
報
告
者
　
前
越
　
俊
之
（
福
岡
大
学
）

（
研
究
報
告
）

　
「
代
表
取
締
役
の
解
職
告
知
の
必
要
性
」

　
　
報
告
者
　
横
尾
　
頁
（
西
南
学
院
大
学
）

第
五
八
八
回
例
会
　
平
成
一
九
年
一
一
月
一
七
潤
（
土
）

（
判
例
研
究
）

最
判
平
成
一
八
年
四
月
一
〇
日
判
時
一
九
三
六
号
二
七
頁

　
「
会
社
が
特
定
人
に
対
し
株
式
を
譲
渡
さ
せ
る
べ
く
利
益
を
供
与
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す
る
こ
と
も
『
株
主
の
権
利
の
行
使
』
に
関
す
る
利
益
供
与
に
該

　
当
す
る
か
（
蛇
の
目
ミ
シ
ン
事
件
最
高
裁
判
決
）
し

　
　
報
告
者
　
若
色
　
敦
子
（
熊
本
大
学
）

（
判
例
研
究
）

高
松
高
決
平
成
一
八
年
＝
月
二
七
日
金
槌
一
二
六
五
号
一
四
頁

　
「
取
締
役
解
任
の
訴
え
に
つ
い
て
規
定
し
た
会
社
法
八
五
四
条
一

　
項
の
取
締
役
解
任
事
由
が
『
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
』
の
意

　
味
し

　
　
報
告
者
　
一
ノ
澤
　
直
人
（
西
南
学
院
大
学
）

第
五
八
九
回
例
会
平
成
一
九
年
＝
一
月
一
五
B
（
土
）

（
判
例
研
究
）

東
京
高
判
平
成
一
二
年
五
月
三
〇
日
工
時
一
七
五
〇
号
一
六
九
頁

　
「
議
決
権
の
行
使
に
つ
い
て
の
株
主
間
契
約
の
効
力
」

　
　
報
告
者
　
小
西
　
み
も
恵
（
佐
賀
大
学
）

（
判
例
研
究
）

最
判
平
成
一
六
年
一
〇
月
四
日
判
時
一
八
八
○
号
二
五
頁

　
「
清
算
の
結
了
し
た
株
式
会
社
の
利
害
関
係
人
に
よ
る
帳
簿
閲
覧

　
請
求
の
可
否
」

　
　
報
告
者
　
西
山
　
芳
喜
（
九
州
大
学
）

民
事
手
続
研
究
会

平
成
一
九
年
四
月
一
日
（
日
）

　
「
日
本
に
お
け
る
法
整
備
支
援
の
課
題
と
展
望
」

　
　
報
告
者
　
川
嶋
四
郎
（
九
州
大
学
）

平
成
一
九
年
四
月
八
日
（
日
）

　
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
新
仲
裁
法
」

　
　
報
告
者
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
レ
ヒ
ベ
ル
ガ
ー
教
授

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ウ
ィ
ー
ン
大
学
）

　
　
通
訳
　
出
口
雅
久
（
立
命
館
大
学
）

平
成
一
九
年
四
月
二
八
日
（
土
）

　
「
共
有
者
の
共
同
訴
訟
の
必
要
性
に
関
す
る
判
例
・
支
配
的
見
解
の

　
形
成
過
程
」

　
　
報
告
者
　
鶴
田
　
滋
（
福
岡
大
学
）

　
「
『
か
か
わ
り
の
プ
ロ
セ
ス
』
試
論
一
審
理
契
約
論
の
分
析
を
通

　
じ
て
一
」

　
　
報
告
者
　
上
田
　
竹
志
（
九
州
大
学
）

平
成
一
九
年
五
月
一
二
日
（
土
）

　
「
差
止
救
済
過
程
の
近
未
来
展
望
」

　
　
報
告
者
　
川
嶋
四
郎
（
九
州
大
学
）
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平
成
一
九
年
七
月
一
日
（
日
）
九
州
法
学
会

　
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
リ
ー
ガ
ル
・
ク
リ
ニ
ッ
ク
教
育
の
新
展
開

　
　
－
『
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ロ
イ
ヤ
リ
ン
グ
』
の
生
成
と
そ
の
展
望

　
一
し

　
　
報
告
者
　
川
嶋
　
四
郎
（
九
州
大
学
）

平
成
一
九
年
八
月
二
八
日
（
火
）

　
「
反
訴
智
能
債
権
を
自
働
債
権
と
し
本
訴
請
求
債
権
を
受
働
債
権

　
と
す
る
相
殺
の
抗
弁
の
許
否
（
最
二
小
判
平
成
一
八
・
四
・
一
四

　
民
集
六
九
巻
四
号
一
四
九
七
頁
）
」

　
　
報
告
者
　
石
田
　
理
（
九
州
大
学
大
学
院
）

　
「
破
産
管
財
人
が
破
産
者
の
締
結
し
て
い
た
建
物
賃
貸
借
契
約
を

　
合
意
解
除
し
た
際
に
賃
貸
人
と
の
間
で
破
産
宣
告
後
の
未
払
賃
料

　
等
に
敷
金
を
充
当
す
る
旨
の
合
意
を
し
て
質
権
の
設
定
さ
れ
た
敷

　
金
返
還
請
求
権
の
発
生
を
阻
害
し
た
場
合
の
義
務
違
反
の
有
無
及

　
び
不
当
利
得
の
成
否
（
最
一
小
判
平
成
一
八
・
＝
一
・
二
一
民
集

　
六
九
巻
一
九
号
三
九
六
四
頁
）
」

　
　
報
告
者
　
川
口
珠
青
（
九
州
大
学
大
学
院
）

平
成
一
九
年
九
月
二
八
日
（
金
）

　
「
事
案
解
明
義
務
と
事
前
手
続
に
つ
い
て
」

　
　
報
告
者
　
濱
崎
　
録
（
香
川
大
学
）

　
「
既
判
力
の
相
対
性
原
則
に
お
け
る
『
当
事
者
』
概
念
の
再
構
成
」

報
告
者
　
松
原
弘
信
（
熊
本
大
学
）

福
岡
民
事
訴
訟
判
例
研
究
会

平
成
一
九
年
一
月
二
六
日
（
金
）

　
「
市
議
会
の
会
派
所
属
議
員
が
当
該
会
派
に
提
出
し
た
調
査
研
究

　
報
告
書
の
『
専
ら
文
書
の
所
持
者
の
利
用
に
供
す
る
た
め
の
文

　
書
』
該
当
性
（
最
一
小
決
平
成
一
七
・
一
一
・
一
〇
月
穿
下
五
九

　
巻
九
号
二
五
〇
三
頁
、
裁
時
ご
二
九
九
号
一
七
頁
ご

　
　
報
告
者
　
濱
崎
　
録
（
香
川
大
学
）

平
成
一
九
年
二
月
九
日
（
金
）

　
「
契
約
の
性
質
を
当
事
者
が
主
張
し
て
い
な
い
譲
渡
担
保
契
約
で

　
あ
る
と
認
定
し
た
事
例
（
最
一
小
樽
平
成
一
四
・
九
・
一
二
判
時

　
一
八
〇
一
号
七
二
頁
）
」

　
　
報
告
者
　
岸
和
田
　
羊
一
（
福
岡
地
方
裁
判
所
）

平
成
一
九
年
三
月
一
六
日
（
金
）

　
「
仮
差
押
命
令
の
送
達
前
に
な
さ
れ
た
振
込
依
頼
に
基
づ
く
仮
差

　
押
命
令
送
達
後
の
振
込
み
に
よ
る
弁
済
を
仮
差
押
債
権
者
に
対
抗

　
す
る
こ
と
の
可
否
（
分
一
小
判
平
成
一
八
・
七
・
二
〇
民
二
六
〇

　
巻
六
号
二
四
七
五
頁
、
判
時
～
九
四
七
号
五
八
頁
ご

　
　
報
告
者
　
八
田
　
卓
也
（
九
州
大
学
）
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平
成
一
九
年
五
月
一
一
日
（
金
）

　
「
　
　
民
事
事
件
に
お
い
て
証
人
と
な
っ
た
報
道
関
係
者
が
民
訴

　
法
一
九
七
条
一
項
三
号
に
基
づ
い
て
取
材
源
に
係
る
証
言
を
拒
絶

　
す
「
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
基
準

　
二
　
民
事
事
件
に
お
い
て
証
人
と
な
っ
た
報
道
関
係
者
が
民
訴
法

　
一
九
七
条
一
項
三
号
に
基
づ
い
て
取
材
源
に
係
る
証
言
を
拒
絶
す

　
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
（
最
三
即
決
平
成
一
八
・
一
〇
・
三
男
時

　
一
九
五
四
号
四
三
頁
）
し

　
　
報
告
者
　
岩
崎
　
雄
亮
（
福
岡
地
方
裁
判
所
）

平
成
一
九
年
六
月
八
日
（
金
）

　
「
授
送
達
者
と
利
害
関
係
の
対
立
す
る
同
居
者
へ
の
補
充
送
達
の

　
効
力
と
民
訴
法
三
三
八
条
一
項
三
号
の
再
審
事
由
（
最
三
小
平
平

　
成
一
九
・
三
・
二
〇
民
集
六
一
巻
二
号
五
八
六
頁
）
」

　
　
報
告
者
　
堀
野
　
出
（
九
州
大
学
）

平
成
一
九
年
七
月
二
〇
臼
（
金
）

　
「
『
衝
突
、
接
触
…
そ
の
他
偶
然
な
事
故
』
及
び
『
被
保
険
自
動
車

　
の
盗
難
』
を
保
険
事
故
と
す
る
家
庭
用
総
合
自
動
車
保
険
約
款
に

　
基
づ
き
上
記
盗
難
の
当
た
る
保
険
事
故
が
発
生
し
た
と
し
て
車
両

　
保
険
金
の
支
払
を
請
求
す
る
場
合
に
お
け
る
事
故
の
偶
発
性
に
つ

　
い
て
の
主
張
立
証
責
任
（
最
三
小
判
平
成
一
九
・
四
∴
七
、
最

　
一
小
判
平
成
一
九
・
四
・
二
三
、
裁
時
一
四
三
四
号
一
頁
、
七
頁
、

　
金
判
一
二
六
七
号
三
五
頁
）
」

　
　
報
告
者
　
関
川
　
亮
介
（
福
岡
地
方
裁
判
所
）

平
成
一
九
年
九
月
二
一
田
（
金
）

　
コ
　
　
原
告
と
し
て
確
定
さ
れ
る
べ
き
者
が
訴
訟
提
起
当
時
そ
の

　
国
名
を
『
中
華
民
国
』
と
し
て
い
た
が
昭
和
四
七
年
九
月
二
九
日

　
の
日
中
共
同
声
明
に
伴
っ
て
『
中
華
人
民
共
和
国
』
に
国
名
が
変

　
更
さ
れ
た
国
家
と
し
て
の
中
国
で
あ
る
と
さ
れ
た
事
例

　
二
　
訴
訟
当
事
者
を
代
表
し
て
い
た
者
の
代
表
権
の
消
滅
が
公
知

　
の
事
実
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
代
表
権
の
消
滅
の
効
力
発
生
時
期

　
三
　
外
国
国
家
を
代
表
し
て
外
交
使
節
が
我
が
国
で
訴
訟
を
提
起

　
し
た
後
に
我
が
国
政
府
が
当
該
外
国
国
家
の
政
府
と
し
て
上
記
外

　
交
使
節
を
派
遣
し
て
い
た
政
府
に
代
え
て
新
た
な
政
府
を
承
認
し

　
た
た
め
に
上
記
外
交
使
節
の
我
が
国
に
お
け
る
当
該
外
国
国
家
の

　
代
表
権
が
消
滅
し
た
場
合
に
お
け
る
訴
訟
手
続
の
中
断

　
四
　
上
告
審
が
職
権
探
知
事
項
に
当
た
る
中
断
事
由
の
存
在
を
確

　
書
し
て
原
判
決
を
破
棄
す
る
場
合
に
お
け
る
口
頭
弁
論
の
要
否

　
一
光
華
寮
訴
訟
上
告
審
判
決
（
最
三
小
判
平
成
一
九
・
三
・
二

　
七
判
時
一
九
六
七
号
九
一
頁
、
判
タ
一
二
三
八
号
一
八
七
こ
口
」

　
　
報
告
者
　
上
田
　
竹
志
（
九
州
大
学
）

平
成
一
九
年
一
〇
月
一
二
田
（
金
）

　
「
一
　
宗
教
法
人
で
あ
る
寺
院
の
代
表
役
員
選
任
手
続
が
無
効
で

！009　（74－4－227）
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あ
る
と
さ
れ
た
事
例

　
二
　
宗
教
法
人
で
あ
る
寺
院
の
代
表
役
員
た
る
地
位
の
不
存
在
の

　
確
認
を
求
め
る
訴
え
に
つ
い
て
、
檀
徒
総
代
は
原
告
適
格
を
有
す

　
る
が
、
檀
徒
は
こ
れ
を
有
し
な
い
と
さ
れ
た
事
例
（
東
京
高
歯
平

　
成
一
七
・
七
・
二
七
判
夕
一
二
一
四
号
三
〇
七
頁
）
」

　
　
報
告
者
　
舘
野
　
俊
彦
（
福
岡
地
方
裁
判
所
）

平
成
一
九
年
一
一
月
二
日
（
金
）

　
「
一
　
離
婚
の
訴
え
の
原
因
で
あ
る
事
実
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害

　
賠
償
の
反
訴
の
提
起
及
び
離
婚
の
訴
え
に
附
帯
し
て
す
る
財
産
分

　
与
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
控
訴
審
に
お
け
る
相
手
方
の
同
意
の
要

　
否

　
二
　
原
審
の
口
頭
弁
論
の
終
結
に
至
る
ま
で
に
離
婚
請
求
に
附
帯

　
し
て
財
産
分
与
の
申
立
て
が
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
上
訴
審
が

　
原
審
の
判
断
の
う
ち
財
産
分
与
の
申
立
て
に
係
る
部
分
に
つ
い
て

　
違
法
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
原
判
決
を
破
棄
し
又
は
取
り
消
し
て

　
当
該
事
件
を
原
審
に
差
し
戻
す
と
の
判
断
に
至
っ
た
と
き
に
離
婚

　
請
求
に
係
る
部
分
を
差
し
戻
す
こ
と
の
要
否
（
三
一
小
判
平
成

　
一
・
六
・
家
月
五
七
巻
一
号
＝
一
三
頁
、
判
時
一
八
六
九
号
三
三

　
頁
）
」

　
　
報
告
者
　
薗
田
　
史
（
九
州
大
学
大
学
院
）

九
弼
国
際
私
法
研
究
会

第
一
七
回
九
州
国
際
私
法
研
究
会
（
二
〇
〇
七
年
一
月
九
日
）

　
「
国
境
を
越
え
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
関
連
発
明
の
法
的
保
護
に
つ

　
い
て
一
米
国
判
例
・
ブ
ラ
ッ
ク
ベ
リ
ー
事
件
を
中
心
に
…
」

　
　
報
告
者
　
郭
鍵
（
九
州
大
学
法
学
府
修
士
課
程
）

第
一
八
回
九
州
国
際
私
法
研
究
会
（
二
〇
〇
七
年
四
月
一
六
日
）

　
第
一
報
告
「
婚
姻
の
実
質
的
成
立
要
件
に
お
け
る
「
配
分
的
適

　
用
」
一
近
時
の
学
説
を
契
機
に
i
」

　
　
報
告
者
　
釜
谷
真
史
（
西
南
学
院
大
学
準
教
授
）

　
第
二
報
告
「
靹
の
浦
世
界
遺
産
訴
訟
に
つ
い
て
の
報
告
し

　
　
報
告
者
　
八
並
廉
（
九
州
大
学
二
一
世
紀
プ
ロ
グ
ラ
ム
）

第
一
九
回
九
州
国
際
私
法
研
究
会
（
二
〇
〇
七
年
六
月
七
日
中

［
判
例
評
釈
］
「
ア
メ
リ
カ
舎
衆
国
ア
リ
ゾ
ナ
州
地
区
連
邦
地
方
裁
判

所
か
ら
日
本
の
裁
判
所
に
証
人
尋
問
が
嘱
託
さ
れ
た
事
例
（
最
高
裁

平
成
一
八
年
一
〇
月
三
士
判
決
）
」

　
　
報
告
者
　
多
田
望
（
熊
本
大
学
教
授
）

第
二
〇
回
九
州
国
際
私
法
研
究
会
（
二
〇
〇
七
年
八
月
二
八
日
）

　
第
一
報
告
「
電
子
化
さ
れ
た
じ
d
＼
ピ
、
証
券
お
よ
び
債
権
の
権
利

　
移
転
に
関
す
る
抵
触
法
モ
デ
ル
の
比
較
研
究
（
一
）
！
研
究
の
全

（74－4－228）　1010



雑報

　
体
像
一
」

　
　
報
告
者
　
多
田
望
（
熊
本
大
学
教
授
）

　
　
　
　
　
　
釜
谷
真
史
（
西
南
学
院
大
学
準
教
授
）

　
　
　
　
　
　
北
面
尚
洋
（
福
岡
大
学
準
教
授
）

　
第
二
報
告
「
外
国
人
の
権
利
能
力
～
抵
触
法
に
お
け
る
民
法
三
条

　
二
項
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
」

　
　
報
告
者
　
高
畑
洋
文
（
九
州
大
学
法
学
府
博
士
課
程
）

第
二
一
回
九
州
国
際
私
法
研
究
会
（
二
〇
〇
七
年
　
一
月
＝
一
日
）

［
判
例
評
釈
］
「
国
際
的
不
正
競
争
行
為
の
準
拠
法
（
大
阪
地
裁
平
成

一
六
年
＝
月
九
日
判
決
ご

　
　
報
告
者
　
横
多
由
希
子
（
西
南
学
院
大
学
法
学
部
）

政
治
研
究
会

二
〇
〇
七
年
二
月
一
七
日
（
土
）

　
「
も
う
一
つ
の
『
米
軍
再
編
』
問
題
一
佐
藤
政
権
時
代
に
お
け
る

　
在
欝
米
軍
整
理
統
合
計
画
i
」

　
　
報
告
者
　
中
島
琢
磨
（
九
州
大
学
研
究
員
）

　
「
経
済
問
題
に
す
り
替
え
ら
れ
た
沖
縄
の
基
地
問
題
」

　
　
報
告
者
　
上
間
正
敦
（
九
州
大
学
）

二
〇
〇
七
年
四
月
一
＝
日
（
土
）

　
『
政
治
研
究
』
第
五
四
号
合
評
会

総
会

二
〇
〇
七
年
五
月
一
九
日
（
土
）

　
「
民
主
化
以
前
の
韓
国
に
お
け
る
社
会
運
動
－
釜
馬
抗
争
を
事
例

　
と
し
て
一
」

　
　
報
告
者
　
鄭
　
有
景
（
鹿
児
島
大
学
大
学
院
）

　
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
論
の
視
点
か
ら
ネ
グ
リ
＆
ハ
ー
ト
〈
帝
国
〉
を

　
考
え
る
」

　
　
報
欝
者
　
出
水
　
薫
（
九
州
大
学
）

二
〇
〇
七
年
六
月
＝
ハ
日
（
土
）

　
「
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
期
ド
イ
ツ
に
お
け
る
地
域
統
合
の
政
策
理
念

　
…
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
協
調
（
協
同
体
ご
理
念
を
中
心
に
一
」

　
　
報
告
者
　
北
村
　
厚
（
九
州
大
学
研
究
員
）

　
「
権
力
論
の
系
譜
一
民
主
主
義
と
市
民
の
協
奏
一
し

　
　
報
告
者
　
藪
野
祐
三
（
九
州
大
学
）

二
〇
〇
七
年
七
月
二
一
日
（
土
）

　
「
民
主
化
後
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
『
争
わ
れ
る
民
主
主
義
』

　
1
『
ピ
ー
プ
ル
』
の
構
築
を
め
ぐ
る
闘
争
の
視
点
か
ら
一
」

　
　
報
告
者
　
田
下
　
渉
（
九
州
大
学
大
学
院
）

　
「
盧
武
鉱
大
統
領
に
よ
る
改
憲
企
図
の
挫
折
1
な
ぜ
一
九
八
七
年

　
憲
法
は
持
続
す
る
の
か
P
i
」
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報
告
者
　
浅
羽
祐
樹
（
山
口
県
立
大
学
）

二
〇
〇
七
年
九
月
一
五
ヨ
（
土
）

　
「
満
州
事
変
期
に
お
け
る
吉
野
作
造
の
国
際
政
治
論
－
蟻
山
政
道

　
と
の
対
比
を
と
お
し
て
旨
し

　
　
報
告
者
藤
村
一
郎
（
久
留
米
大
学
研
究
員
）

　
「
社
会
契
約
論
に
お
け
る
信
頼
概
念
の
位
置
づ
け
し

　
　
報
告
者
　
朝
倉
拓
郎
（
九
州
大
学
）

二
〇
〇
七
年
一
〇
月
二
〇
日
（
土
）

　
「
六
〇
、
七
〇
年
代
社
会
運
動
の
な
か
の
『
入
管
闘
争
』
」

　
　
報
告
者
　
盧
　
恩
明
（
九
州
大
学
大
学
院
）

　
「
川
辺
川
ダ
ム
建
設
を
め
ぐ
る
政
治
過
程
一
川
辺
川
利
水
訴
訟
を

　
中
心
と
し
て
i
」

　
　
報
告
者
　
土
肥
勲
嗣
（
九
州
大
学
大
学
院
）

　
「
『
分
断
国
家
』
韓
国
に
お
け
る
過
去
克
服
作
業
一
『
疑
問
死
第
一

　
号
』
崔
鍾
吉
事
件
を
中
心
に
一
」

　
　
報
告
者
　
木
村
　
貴
（
九
州
大
学
大
学
院
）

二
〇
〇
七
年
一
一
月
一
七
日
（
土
）

　
「
関
東
都
督
府
の
解
体
を
め
ぐ
る
政
治
過
程
－
陸
軍
と
外
務
省
を

　
中
心
に
一
し

　
　
報
告
者
　
後
藤
啓
倫
（
九
州
大
学
大
学
院
）

　
「
政
治
的
思
慮
と
構
想
力
を
め
ぐ
る
試
論
的
考
察
」

　
　
報
告
者
　
関
口
正
司
（
九
州
大
学
）

二
〇
〇
七
年
一
二
月
一
五
日
（
土
）

　
「
ヤ
エ
ル
・
タ
ミ
…
ル
の
複
数
ネ
イ
シ
ョ
ン
主
義
構
想
に
つ
い
て
の

　
批
判
的
考
察
ー
オ
ッ
ト
ー
・
バ
ウ
ア
ー
の
多
民
族
連
邦
構
想
と
の

　
比
較
を
通
し
て
i
」

　
　
報
告
者
　
白
川
俊
介
（
九
州
大
学
大
学
院
）

　
「
村
の
『
革
新
』
運
動
一
一
九
三
〇
年
代
の
糸
島
郡
志
摩
地
域
を

　
中
心
に
…
」

　
　
報
告
者
　
山
田
良
介
（
久
留
米
大
学
非
常
勤
）
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法
政
研
究
　
第
七
四
巻
（
　
・
幽
丁
三
・
四
号
）
総
高
次

論
　
　
説

台
湾
に
お
け
る
訴
願
法
の
運
用
に
つ
い
て
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
准
教
授

執
政
機
関
と
し
て
の
議
会
1
「
執
政
」
概
念
を
め
ぐ
る
批
判
的
考
察
－
　
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
助
教

一
九
世
紀
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
法
の
受
容
（
一
）
　
　
北
京
大
学
法
学
院
副
教
授

　
　
－
日
本
の
学
者
達
の
研
究
を
中
心
に
…

台
湾
に
お
け
る
訴
願
法
の
運
用
に
つ
い
て
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
准
教
授

一
九
世
紀
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
法
の
受
容
（
二
）
　
　
北
京
大
学
法
学
院
副
教
授

　
　
！
中
国
の
学
者
達
の
研
究
を
中
心
に
t

韓
国
刑
法
の
歴
史
的
展
開
と
課
題
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
准
教
授

二
つ
の
具
島
フ
ァ
シ
ズ
ム
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教
授

　
　
…
・
「
フ
ァ
ビ
オ
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
論
と
「
上
か
ら
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
し
論
一

明
治
民
法
起
草
委
員
の
「
家
」
と
戸
主
権
理
解
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
属
大
嘗
本
爆
饗
警
セ
ン
韻
塞
霧
寵
員

　
　
一
滋
贔
井
と
梅
の
「
親
族
編
」
の
議
論
か
ら
一

一
九
世
紀
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
法
の
受
容
（
三
）
　
　
北
京
大
学
法
学
院
副
教
授

　
　
一
韓
国
の
学
者
達
の
研
究
を
中
心
に
一

口
写

田
中
　
孝
男
　
一

村
西
　
良
太
　
一

意
　
　
相
煕
　
一

田
中
　
孝
男
　
章

魚
　
　
相
煕
　
二

崔
　
　
鍾
植
　
三

熊
野
　
直
樹
　
三

宇
野
　
文
重
　
三

韓
　
　
相
煕
　
三

通
頁三四

四五一

四

六

六五

四
六
七

四
九
五

五
二
三

七
八
二



少
年
行
刑
法
は
不
要
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
准
教
授

　
　
i
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
・
。
0
8
年
α
月
ω
｝
日
判
決
を
手
が
か
り
に
ー

チ
ェ
ス
タ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
の
「
世
界
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
准
教
授

　
　
－
一
八
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
政
治
と
社
交
一

武
内
　
謙
治
　
四

木
村
俊
道
　
四

一
　
一
四

七
八
三

　
　
講
　
　
演

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
リ
ー
ガ
ル
・
ク
リ
ニ
ッ
ク
教
育
の
新
展
開

　
　
一
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ロ
イ
ヤ
リ
ン
グ
」
の
生
成
と
そ
の
展
望

ド
イ
ツ
で
は
い
か
に
安
全
に
暮
ら
し
て
い
る
の
か
P

犯
罪
情
勢
に
関
す
る
事
実
と
科
学
的
な
知
見
に
基
づ
い
た
刑
事
政
策
の

た
め
の
推
論

自
主
規
制
の
制
度
設
計
－
貸
金
業
規
制
を
中
心
と
し
て

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
号
授
　
川
嶋
　
四
郎
　
二

コ
ン
ス
タ
ン
ツ
大
学
法
学
部
教
授
　
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
．
ハ
ィ
ン
ッ

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
准
教
授
　
武
内
　
謙
治
　
訳

二

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
准
教
授
　
原
田
　
大
樹
　
四

三
二
一

四
三
六

八
一
七

　
　
シ
ン
絶
寧
ジ
ウ
ム

市
民
的
公
共
性
／
公
共
圏
の
ゆ
く
え

日
本
法
社
会
学
会
九
州
研
究
支
部
　
三

五
九
三



研
究
ノ
ー
寄

丸
山
二
男
と
米
国

有
害
廃
棄
物
の
越
境
移
動
に
関
す
る
バ
ー
ゼ
ル
条
約
と

ア
メ
リ
カ
と
対
応
　
－
転
換
期
の
環
境
政
治
と
政
策
一

九
州
大
学
大
学
院
比
較
社
会
文
化
研
究
院
教
授
　
清
水
　
靖
久
　
四

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
学
術
研
究
員
　
　
驚
晒
濾
胤
　
知
野
馳
明
　
　
㎜
聞

八
四
一

九
〇
三

資
　
　
料

ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
著
『
自
然
法
論
第
二
部
』

（
邦
訳
）
（
三
）

ミ
シ
ェ
ル
・
ト
ロ
ペ
ー
ル
論
文
撰
8
〈
帰
責
原
理
と
し
て
の
主
権
〉

日
本
に
お
け
る
破
産
法
改
正
と
債
務
者
更
生

日
本
に
お
け
る
諺
⇔
菊
シ
ス
テ
ム
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
の
覚
書

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
教
育
関
係
文
献
紹
介
（
1
2
・
完
）

ミ
シ
ェ
ル
・
ト
ロ
ペ
ー
ル
論
文
撰
9
〈
実
証
主
義
と
人
権
〉

ミ
シ
ェ
ル
・
ト
ロ
ペ
ー
ル
論
文
撰
1
0

　
　
〈
ナ
チ
ス
国
家
は
存
在
し
た
か
？
〉

一
九
世
紀
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
法
の
受
容
（
完
）

　
　
一
結
論
と
著
作
目
録
一

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教
授
　
直
江
　
翼
】
　
訳
　
　
一

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
准
教
授

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教
授

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教
授

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教
授

九
州
大
掌
大
学
院
法
学
研
究
院
准
教
授

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
准
教
授

南
野
森
訳

川
嶋
　
四
郎

川
嶋
　
四
郎

川
嶋
　
四
郎

南
野
森
訳

南
野
森
訳

　　一…一四四　　一　一　　 一
　　一一一

北
京
大
学
法
学
院
副
教
授
　
韓
　
　
相
煕
　
四

一
二
九

一
五
五

四
〇
四

七
四
八

七
三
二

九
四
三

九
六
一

一
〇
七
六



書
　
　
評

法
秩
序
・
行
為
形
式
・
法
関
係

　
　
…
書
評
・
仲
野
武
志
著
『
公
権
力
の
行
使
概
念
の
研
究
』

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
准
教
授
　
原
田
　
大
樹
　
三

六
六
一

判
例
研
究

社
会
法
判
例
研
究

民
事
手
続
判
例
研
究

民
間
委
託
と
国
家
賠
償
責
任

（
最
判
二
〇
〇
七
（
平
成
一
九
）

公
法
判
例
研
究

民
事
手
続
判
例
研
究

民
事
手
続
判
例
研
究

民
事
手
続
判
例
研
究

公
法
判
例
研
究

社
会
法
判
例
研
究

年
一
月
二
五
日
民
集
六
一
巻
一
号
一
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
社
会
法
判
例
研
究
会

　
　
　
　
　
　
　
福
岡
民
事
訴
訟
判
例
研
究
会

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
准
教
授
　
原
田
　
大
樹

九
州
公
法
判
例
研
究
会

福
岡
民
事
訴
訟
判
例
研
究
会

福
岡
民
事
訴
訟
判
例
研
究
会

民
事
手
続
研
究
会

九
州
公
法
判
例
研
究
会

社
会
法
判
例
研
究
会

一一二　　一一一一四四　　一　 一

　　一＿一一

一
七
五

一
九
一

三
五
一

三
六
七

三
七
九

六
八
九

六
九
九

九
六
九

九
八
五


